
No. 計画書の該当箇所 ページ 意見の趣旨 意見に対する村の考え方

1

防犯・交通安全

【１】見守り体制の強化

【２】防犯対策の推進

60

本項で示されている防犯対策だけでは、やや心許ない部分もあるよう

に感じる。

特に、「地域ぐるみによる見回りの強化」について、現在は多くの方

が仕事や家庭の事情で忙しく、見回りのための時間を確保したり、他

の家庭のお子さんの面倒を見るのが難しい場合もあるのではないかと

感じる。

どうしてもマンパワーだけでは対応が難しい場面もあるのではないか

と思う。

そのため、こうした取り組みを補う形で、村内への防犯カメラの設置

についてもご検討いただくことはできないか。

既に設置されている場所がある場合は、状況に応じて設置箇所を増や

すことも一つの方法ではないかと思う。

防犯カメラには犯罪の抑止効果も期待できるため、地域全体の安心感

の向上にもつながるのではないかと考える。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

地域住民の皆さまによる見守り活動は、地域の絆を深める上でも大変

重要ですが、ご指摘のとおり対応が難しい場面もあり、防犯カメラの

設置は、犯罪の抑止および安心感の醸成に有効な手段の一つであると

考えております。

今後は、既存の防犯カメラ設置状況を再確認・整理するとともに、防

犯効果が高いと考えられる箇所への設置検討や、地域の実情に応じた

防犯対策のあり方について、関係機関と連携しながら検討を進めてま

いります。

2
防犯・交通安全

【３】交通安全対策の推進
60

見通しの悪いカーブ付近において、スピードを落とすよう注意を促す

標識を設置していただくことはできないか。

前方の見通しがあまり良くないにもかかわらず、スピードを出したま

ま通過する車が多く見受けられ、いつか大きな事故が起こるのではな

いかと懸念している。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

見通しの悪いカーブ付近における交通安全上の懸念につきまして、現

地の状況を勘案し、必要に応じて関係機関（所轄警察署等）に対し

て、注意喚起標識の設置や路面標示の検討など、適切な安全対策を講

じることについて協議・要望してまいります。

3
防犯・交通安全

【３】交通安全対策の推進
60

交通安全に関する指導においては、事故が発生した場合に、自分自身

だけでなく相手方の生活・人生にもどのような影響が生じるのかにつ

いて、しっかりと伝えていただきたいと思う。

特に、子どもやその保護者に対しては、道路で遊ばないこと（遊ばせ

ないこと）や、道路への急な飛び出しをしないことの重要性を、より

強く周知していただきたいと思う。

子どもが道路で遊んでいたことや飛び出し等が原因で事故が発生した

場合には、当事者である子どもだけでなく、相手のドライバーやその

家族の生活・人生にも大きな影響が及ぶ可能性があることについても

理解が深まるよう、指導していただきたい。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

交通安全指導において、単なるルール遵守の呼びかけに加え、事故が

当事者やその家族の人生に深刻な影響を及ぼすという「命と責任の重

さ」を伝えることは非常に重要であると考えております。

今後は、学校や家庭における安全教育において、相手を思いやる心や

責任ある行動の重要性についても盛り込めるよう、検討してまいりま

す。

4

生涯学習・生涯スポーツ・

交流

【１】生涯学習・交流活動

の推進

76

外国の方々との交流や異文化に触れることは、相互理解を深める上で

大切な取組であると考える。

一方で、近年、日本の一部地域において、日本人と外国人の共生を巡

る様々な問題が報じられていることも事実である。

また、観光で来日した後に難民申請を行ったり、不法滞在となるケー

スなど、日本の制度が適切に利用されていない事例や、社会の秩序に

影響を及ぼす行動が報じられることもある。

こうした状況から、個人系には外国の方々との交流や異文化に触れる

ことについて、期待よりも不安を感じる面があるというのが率直な気

持ちである。

そのため、国際交流等のイベントを実施される際には、事前に村民へ

のアンケート等を行い、十分な合意形成を図っていただきたい。

なお、アンケートの方法は、インターネットのみでは閲覧しない方も

おられると思われるため、各家庭へのポストへの配布など、できるだ

け多くの村民が意見を表明できる方法をご検討いただきたい。

また、来訪される外国の方々の身元や背景、国の社会状況、文化・価

値観、宗教的背景などについても十分に確認し、村民の生活に影響が

生じる可能性の有無を慎重に検討した上で、事業を実施していただく

ことをお願い申し上げる。

貴重なご意見ありがとうございます。

国際交流事業の実施にあたっては、村民の皆さまの不安を払拭できる

よう、事前の周知や意見聴取に努めます。

また、アンケート実施時にはインターネット環境の有無に関わらず、

広くご意見をいただけるよう、配布方法を工夫し多様な手段を検討い

たします。

事業実施にあたっては、法令を遵守し、村の安全と秩序を最優先に考

えるとともに、参加者の背景等についても、関係機関と連携し、村民

の皆さまが安心して生活できる環境を維持するための慎重な検討と準

備を行ってまいります。

5

生涯学習・生涯スポーツ・

交流

【２】生涯スポーツの推進

76

可能であれば舟橋会館内のトレーニングジムをぜひ復活していただけ

ないか。

難しい場合でも、小規模なものでも構わないので、村内にトレーニン

グジムを新たに整備していただくことをご検討いただきたい。

村内ではランニングをされている方も多く見受けられ、健康づくりや

体力づくりへの関心は一定程度あると感じている。

こうしたニーズに応える意味でも、気軽に利用できるトレーニング環

境の整備について、ぜひご検討いただきたい。

貴重なご意見をいただきありがとうございます。

舟橋会館のトレーニングジムにつきましては、施設の老朽化や維持管

理等の課題から再開が困難な状況です。しかし、健康づくりや体力づ

くりのニーズが高まっていること、健康寿命の延伸は重要課題である

ことから、既存の公共施設を活用した運動機会の提供や、周辺自治体

との連携、民間施設との協力体制など、持続可能な形で村民の皆さま

の健康づくりを支援する方策について、検討させていただきます。
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